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株主提案権行使に関する書面の受領について 

 

当社は、ザ チルドレンズ インベストメント マスター ファンドより、平成 20年６月開催

予定の当社定時株主総会における株主提案権の行使に関する平成 20年４月 17日付の書面を受領

しております。当社取締役会は、本提案の内容等を慎重に検討したうえで、取締役会の考え方を

株主の皆様にお知らせする予定です。 

 

記 

 

１．提案株主 

 

ザ チルドレンズ インベストメント マスター ファンド 

 

２．提案のあった議案の要領 

 

議題１ 定款一部変更の件 （株式投資に対する制限） 

 

議案の要領 

当会社定款に、第３５条として下記の一条を加える。 

 

記 

 

（株式投資に対する制限） 

第３５条 本会社が行う株式投資の総額（事業年度末現在における貸借対照表の資産の

部において長期投資又は短期投資に分類されるべき株式に係る計上額の総額を

いう。子会社等の第三者を通じて行うものを含む。）は、５０億円を上限とする。 

２ 前項の定めに反する状態となった場合、本会社は、違反状態が解消されるよ

う、投資に係る株式を遅滞なく処分するものとする。 

 



 

議題２ 定款一部変更の件 （取締役会に３名以上の社外取締役を追加する件） 

 

議案の要領 

当会社定款第１８条を下記のとおり変更する。 

 

記 

 

（取締役の員数） 

第１８条 本会社に１６名以内の取締役を置く。ただし、そのうち３名以上は社外取締

役とする。 

 

 

議題３ 期末配当を９０円とする件 

 

議案の要領 

第５６期期末配当の金額を普通株式１株につき金９０円とする。 

 

 

議題４ 期末配当を５０円とする件 

 

議案の要領 

第５６期期末配当の金額を普通株式１株につき金５０円とする。 

 

 

議題５ 自己株式取得の件 

 

議案の要領 

会社法第１５６条の規定に基づき、本会社第５６回定時株主総会終結の翌日から１年

間を取得期間として、本会社普通株式を、株式総数１５００万株、総額７００億円の範

囲内で、金銭を対価として取得する。 

 

 

以 上 

 


